
掛川市規則第２８号

掛川市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２９年３月３１日

掛川市長

（別紙）



掛川市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則

掛川市消防本部の組織に関する規則（平成17年掛川市規則第126号）の一部を次のように改正す

る。

第６条第１項第２号ア中「警防」を「水火災、地震等の災害の警戒、防御その他の警防」に改め

る。

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。


